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(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンスパネル

(57)【要約】
【課題】  安価なパッシブ駆動を用いて高解像度化、長
寿命化が可能となる有機ＥＬパネルにおいて、さらなる
低価格化を実現し、かつ小型化も可能となる有機ＥＬパ
ネルを提供すること。
【解決手段】  マトリクス状に配置された複数の有機Ｅ
Ｌ素子を２つのブロックに分け、夫々のブロックにおい
て別々に有機ＥＬ素子を複数の走査電極と複数のデータ
電極によりマトリクス状に配線し、２つのブロックのう
ちの一方のブロックに属する走査電極と他方のブロック
に属する走査電極とを１本ずつ短絡し、各々の短絡され
た走査電極の組を単一の走査側ドライバの複数の出力端
子に個別に接続する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  マトリクス状に配置された複数の有機エ
レクトロルミネッセンス素子を走査側で２つのブロック
に分け、夫々のブロックにおいて有機エレクトロルミネ
ッセンス素子を複数の走査電極と複数のデータ電極とに
接続してマトリクス状に配線し、前記２つのブロックに
分けられた有機エレクトロルミネッセンス素子を夫々別
のデータ側ドライバにより駆動するパッシブ駆動型の有
機エレクトロルミネッセンスパネルであって、
複数の出力端子を有する走査側ドライバを１つのみ備
え、
前記２つのブロックのうちの一方のブロックに属する走
査電極と他方のブロックに属する走査電極とが１本ずつ
短絡され、各々の短絡された走査電極の組が前記走査側
ドライバの各々の出力端子に個別に接続され、
前記複数の走査電極と前記走査側ドライバとの間の配線
は、走査電極を短絡した側から接続されていることを特
徴とする有機エレクトロルミネッセンスパネル。
【請求項２】  前記短絡の形態は、前記２つのブロック
の境界に隣接する２本の走査電極が短絡され、その外側
の２本の走査電極が短絡され、同様に繰り返してその外
側の２本の走査電極が短絡されている形態であることを
特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセ
ンスパネル。
【請求項３】  マトリクス状に配置された複数の有機エ
レクトロルミネッセンス素子を走査側で２つのブロック
に分け、夫々のブロックにおいて有機エレクトロルミネ
ッセンス素子を複数の走査電極と複数のデータ電極とに
接続してマトリクス状に配線し、前記２つのブロックに
分けられた有機エレクトロルミネッセンス素子を夫々別
のデータ側ドライバにより駆動するパッシブ駆動型の有
機エレクトロルミネッセンスパネルであって、
複数の出力端子を有する走査側ドライバを１つのみ備
え、
全ての走査電極が前記走査側ドライバの出力端子に個別
に接続され、前記走査側ドライバは前記２つのブロック
の各々に属する走査電極のうちの１本ずつ、計２本の走
査電極を同時に選択することを特徴とする有機エレクト
ロルミネッセンスパネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロル
ミネッセンス（有機ＥＬ）素子を複数配置して形成され
た、画像表示装置などに適用可能な有機ＥＬパネルに関
する。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬ素子は、代表的な構造として薄
膜有機発光層、電子輸送層、及び正孔輸送層を一対の電
極により挟むという構造を有する自発光素子である。光
を取り出す必要から、いずれか一方の電極はインジウム
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・ティン・オキサイド（ＩＴＯ）などの透明電極である
必要がある。
【０００３】この有機ＥＬ素子をマトリクス状に配置
し、走査電極とデータ電極とで接続し、走査側とデータ
側のそれぞれにドライバを設けることで、画像表示装置
などに適用可能な有機ＥＬパネルを構成することができ
る。
【０００４】この有機ＥＬパネルの駆動方法としては、
パッシブ駆動とアクティブ駆動とが通常良く用いられて
いるが、パッシブ駆動はパネル内に非線型素子を配置す
る必要が無いことから安価にパネルを構成できるという
利点があり、有機ＥＬパネル以外のマトリクスパネルで
もこの技術が広く採用されている。
【０００５】パッシブ駆動では、走査側ドライバにより
多数並行配置された走査電極のうち１本のみを順次選択
し、これと同期して選択期間中に発光させるべき素子の
データ列に、データ側ドライバより定電流出力、あるい
は定電圧出力を加える事で所望の素子を発光させ、次に
選択する走査電極を一つずらした後、次のデータをデー
タ側ドライバより出力させ、この一連の動作を繰り返し
高速で行う事により、所望の画像をパネル上に形成す
る。
【０００６】しかしながら有機ＥＬパネルをパッシブ駆
動する場合、走査電極数が増えていくと、選択された行
が次に選択されるまでの非選択時間が長くなり、つまり
は駆動デューティが短くなり、所望の充分な輝度を得ら
れないという問題がある。
【０００７】この問題を解決するため走査電極数の多い
有機ＥＬパネルでは、駆動電流や駆動電圧を大きくし、
瞬時輝度を上げる事で対応をしている。
【０００８】しかしながら、駆動電流か、駆動電圧を上
げていくと、駆動ドライバの耐圧が上がってしまう、あ
るいは素子発熱を招き素子寿命を短くしてしまう等とい
った問題が起き、事実上走査電極数には、ある程度の限
界が生じる。特に、有機ＥＬパネルにおいては、有機エ
レクトロルミネッセンス素子の材料が熱に弱いため、熱
による劣化が顕著となってしまう。
【０００９】この限界を超える走査電極数の有機ＥＬパ
ネルのパッシブ駆動では、ちょうど有機ＥＬパネルを２
つつなぎ合わせたような構成をとり各々のパネルで独立
駆動させることにより、実質的に走査電極数を半分にし
て駆動デユーティを長くし、高輝度、高寿命を実現させ
る方法が一般的に知られている。この方法によれば、事
実上走査電極数の限界を２倍に向上させる事が可能であ
る。具体的には輝度や素子寿命、ドライバ等の制約で走
査線数の限界が１２０本であった有機ＥＬパネルでは、
走査線数が２４０本の有機ＥＬパネルを実現できる様に
なる。
【００１０】図３にそのような従来例における有機ＥＬ
パネルを示す。１はデータ電極、２は走査電極を示す。
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３は有機ＥＬパネル、４はデータ側ドライバ、５はデー
タ側ドライバを配置するためのフレキシブルプリント基
板（以下、フレキと略す）であるデータ側フレキ、６は
データ側配線、７は走査側ドライバ、８は走査側フレ
キ、９は走査側配線を示す。フレキ５、８の電極と各配
線６、９は不図示の異方性導電膜などにより接着されて
いる。ドライバ４、７はフレキ５、８上にチップ・オン
・フィルム（ＣＯＦ）実装されているものである。
【００１１】このように有機ＥＬパネルを２つのブロッ
クに分割した構成とする事により、走査電極数の多いパ
ッシブ駆動型のパネルにおいても高輝度、高寿命を実現
する事が可能となる。
【００１２】
【発明が解決しようとしている課題】しかしながら、こ
のような有機ＥＬパネル３ではデータ側ドライバ４、走
査側ドライバ７が夫々複数必要となってしまう。そのた
め、従来一般的であった夫々のドライバを１つずつ備え
た単一構造の有機ＥＬパネルに比べるとドライバにかか
る費用は著しく上昇する。
【００１３】更にドライバと電極との配線、不図示のコ
ントローラとドライバとの間の信号線の増加に伴い、装
置の小型化が困難となる。また、これら駆動回路の複雑
化によっても有機ＥＬパネルの低価格化が困難であると
いう課題があった。
【００１４】本発明は上記課題に鑑みなされたものであ
り、安価なパッシブ駆動を用いて高解像度化、長寿命化
が可能となる有機ＥＬパネルにおいて、さらなる低価格
化を実現し、かつ小型化も可能となる有機ＥＬパネルを
提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
の第１の発明は、マトリクス状に配置された複数の有機
エレクトロルミネッセンス素子を走査側で２つのブロッ
クに分け、夫々のブロックにおいて有機エレクトロルミ
ネッセンス素子を複数の走査電極と複数のデータ電極と
に接続してマトリクス状に配線し、前記２つのブロック
に分けられた有機エレクトロルミネッセンス素子を夫々
別のデータ側ドライバにより駆動するパッシブ駆動型の
有機エレクトロルミネッセンスパネルであって、複数の
出力端子を有する走査側ドライバを１つのみ備え、前記
２つのブロックのうちの一方のブロックに属する走査電
極と他方のブロックに属する走査電極とが１本ずつ短絡
され、各々の短絡された走査電極の組が前記走査側ドラ
イバの各々の出力端子に個別に接続され、前記複数の走
査電極と前記走査側ドライバとの間の配線は、走査電極
を短絡した側から接続されていることを特徴とする。
【００１６】本発明は、上記第１の発明において、「前
記短絡の形態は、前記２つのブロックの境界に隣接する
２本の走査電極が短絡され、その外側の２本の走査電極
が短絡され、同様に繰り返してその外側の２本の走査電
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極が短絡されている形態であること」、をその好ましい
態様として含むものである。
【００１７】上記課題を解決するための第２の発明は、
マトリクス状に配置された複数の有機エレクトロルミネ
ッセンス素子を走査側で２つのブロックに分け、夫々の
ブロックにおいて有機エレクトロルミネッセンス素子を
複数の走査電極と複数のデータ電極とに接続してマトリ
クス状に配線し、前記２つのブロックに分けられた有機
エレクトロルミネッセンス素子を夫々別のデータ側ドラ
イバにより駆動するパッシブ駆動型の有機エレクトロル
ミネッセンスパネルであって、複数の出力端子を有する
走査側ドライバを１つのみ備え、全ての走査電極が前記
走査側ドライバの出力端子に個別に接続され、前記走査
側ドライバは前記２つのブロックの各々に属する走査電
極のうちの１本ずつ、計２本の走査電極を同時に選択す
ることを特徴とする。
【００１８】
【発明の実施の形態】（実施の形態１）図１は本発明の
有機ＥＬパネルの第１の実施形態の概略を表す平面図で
ある。１はデータ電極、２は走査電極を示す。３は有機
ＥＬパネル、４はデータ側ドライバ、５はデータ側フレ
キ、６はデータ側配線、７は走査側ドライバ、８は走査
側フレキ、９は走査側配線を示す。フレキ５、８の電極
と各配線６、９は不図示の異方性導電膜などにより接着
されている。ドライバ４、７はフレキ５、８上にチップ
・オン・フィルム（ＣＯＦ）実装されているものであ
る。なお、走査側配線９と走査側ドライバ７との接続は
図面の見易さを配慮して省略したが、各々の短絡された
走査電極の組は、走査側ドライバの複数の出力端子に個
別に接続されている。
【００１９】本形態の有機ＥＬパネル３が図３に示した
ような従来例と異なるのは、各ブロックの走査電極２が
走査側配線９によって１本ずつ短絡されており、単一の
走査側ドライバ７により有機ＥＬパネル３の全体を制御
することができる点である。走査側の選択が２つのブロ
ックで同時に行われるため、データ側ドライバから出力
される定電流の出力も、２つのブロックの間で同期して
出力する必要がある。
【００２０】このような構成によれば、安価なパッシブ
駆動を用いて高解像度化、長寿命化が可能となる２つの
ブロックに分割した型の有機ＥＬパネルにおいて、走査
側ドライバを１つとすることでさらなる低価格化を実現
し、かつ小型化も可能となる。また、十分な輝度を得る
ために駆動電圧を上昇させるということも必要なくな
り、特に熱に弱い有機ＥＬ素子の熱による劣化を防ぐこ
とができる。
【００２１】また短絡の形態は、図１に示す本実施形態
のように、２つのブロックの境界に隣接する２本の走査
電極が短絡され、その外側の２本の走査電極が短絡さ
れ、同様に繰り返してその外側の２本の走査電極が短絡
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されている形態であることが好ましい。
【００２２】このように短絡すれば、走査側配線同士が
重なることがなく、簡易なプロセスで作成可能である。
【００２３】前述の様にパッシブ駆動の場合には瞬間輝
度を上げる必要から各画素ごとの定電流出力、または定
電圧出力はかなり大きなものになる。電流値が大きくな
ると、走査電極の配線抵抗などにより発生する電圧降下
が特性上無視できなくなる。つまり、電圧降下による損
失が、発光効率の低下、電力の増大、ドライバ電圧の上
昇などの原因になる。配線抵抗を最小限に抑えるため、
本実施形態では図１のごとく、走査電極２と走査側ドラ
イバ７との間の配線は、走査電極２が短絡された側から
引き出されている様に構成している。
【００２４】一方、図４は本発明の第１の実施形態とは
逆の側で走査電極を短絡した場合を示す比較のための平
面図である。図１と図４において、１１は画素Ａ、１２
は画素Ｂである。画素Ａと、画素Ｂを点灯させる場合の
径路を見ると、画素Ａは走査側ドライバ７に近く、画素
Ｂは走査側ドライバ７から最も離れている事がわかる。
そのため、配線抵抗の影響により画素Ｂ部の電圧降下が
顕著になり、結果的に発光効率の低下、ドライブ電圧の
上昇を招いてしまう。
【００２５】本実施形態を示す図１を見れば、走査側ド
ライバ７から画素Ｂまでの距離が図４に比べ短く、画素
Ｂのマイナス電極の電圧上昇は図４の形態に比べると低
くなることは明らかである。この様に走査側ドライバへ
の配線を走査電極を短絡した側から接続させる事によ
り、走査電極の配線抵抗を抑え、発光効率を向上させ、
ドライブ電圧の抑制を実現できる。
【００２６】（実施形態２）図２は本発明の有機ＥＬパ
ネルの一実施形態の概略を表す平面図である。図２にお
いて、図１と同じ符号は同じ部材を表している。図２に
おいても、走査側配線９と走査側ドライバ７との接続は
図１と同様に省略した。
【００２７】図１の第１の実施形態と同じ様に、２つの
ブロックの両方を単一の走査側ドライバ７により駆動す
る様に構成しているものの、走査電極２を走査側配線９
によって短絡させてはいない。本発明の第２の実施形態
では走査電極２の全ては走査側ドライバ７に個別に接続
されている。すなわち、全ての走査電極２は走査側ドラ
イバ７の出力端子へ個別に接続されている。 *
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*【００２８】本形態においては、実施形態１とは走査側
ドライバの動作が異なり、１走査期間に前記２つのブロ
ックの各々に属する走査電極のうちの１本ずつ、計２本
の走査電極を同時に選択させる。これにより、１個の走
査側ドライバで２つのブロックに分けられた有機ＥＬパ
ネルを同時に駆動することができる。
【００２９】本実施形態では、第１の実施形態では必要
である有機ＥＬパネル３内に配置された走査側配線９の
短絡部分が不要になるため、有機ＥＬパネル３の面積を
小さく抑えられ、有機ＥＬパネル３のコストを抑える等
の効果がある。
【００３０】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、安
価なパッシブ駆動を用いて高解像度化、長寿命化が可能
となる有機ＥＬパネルにおいて、走査側ドライバを１つ
にしてさらなる低価格化を実現し、かつ小型化も可能と
なる有機ＥＬパネルを提供することができる。
【００３１】また、これにより、小型で高解像度の自発
光型の表示装置が安価に提供可能となるという、顕著な
効果が生じる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の有機ＥＬパネルの一実施形態の概略を
表す平面図である。
【図２】本発明の有機ＥＬパネルの一実施形態の概略を
表す平面図である。
【図３】従来の有機ＥＬパネルの一例の概略を表す平面
図である。
【図４】本発明の第１の実施形態とは逆の側で走査電極
を短絡した場合を示す比較のための平面図である。
【符号の説明】
１  データ電極
２  走査電極
３  有機ＥＬパネル
４  データ側ドライバ
５  データ側フレキ
６  データ側配線
７  走査側ドライバ
８  走査側フレキ
９  走査側配線
１１  画素Ａ
１２  画素Ｂ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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